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株主還元の考え方に関する説明資料 

 

当社は、株主の皆さまからの日頃のご支援に感謝申し上げるとともに、当社株式への投資の魅力を高めるた

め、株主の皆さまに対する利益還元を重要な経営課題の一つであると認識しております。 

このたび、当社の株主還元の考え方について改めて整理をさせていただいたうえで、別紙のとおり公表させ

ていただくことをお知らせいたします。 

以 上 



ProjectHoldings,Inc.

株主還元の考え方

◼ 2024年3月より株主優待を開始、3月末および9月末の株主名簿に記載された株主様が対象

◼ 今後、十分な利益水準や内部留保を確保できたと判断したら、株主優待・配当・自社株買いを組み合わせて株主還元を強化していく見込み

株主優待・配当 自社株買い

※ 年間優待利回りは、2024年9月25日の終値（1,153円）を元に1,500株保有の場合で算出

2024年3月より株主優待を開始 （年間優待利回り ： 最大4.6%）

 将来の配当開始を見据え、1Q（3月末）／3Q（9月末）を基準日に設定

1Q 2Q 3Q 4Q

3月末 6月末 9月末 12月末

【年間スケジュール】

今後、十分な利益水準や成長投資に必要な内部留保を確保できたと判断

 株主優待に加えて、中間・期末の年2回の配当の開始を検討

将来的には年4回の株主還元の権利確定日を設定することを企図

自社株買いは、株価下落時の有効な選択肢と認識しており、将来的な検討課題

 株式報酬制度のもと、当社が信託する金銭を原資に、株式給付信託（BBT）が

市場から当社株式を取得見込み（上限150,000株／発行済株式の約2.8%）

※会社法の規定に基づく自己株式の取得とは異なるが、類似の効果をもたらすと想定

【株式給付信託のスキーム】

【委託者】
当社

【受託者】
みずほ信託銀行

【受益者】
当社役員

【株式市場】
一般株主

②株式取得 ③株式給付

①金銭の信託

※信託契約締結後 ※役員退任時

✓ 役員・執行役員の報酬の一部を
業績連動で付与するポイントに

✓ 退任時に付与されたポイント数
に応じて株式を給付

※ スキームの詳細は2024年2月27日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照

 5月に信託契約を締結予定であったものの、インサイダー取引規制の抵触を

回避するなどの観点から延期されており、早期の契約締結を目指す


	スライド 1: 株主還元の考え方

